
か
ら
だ
、
ゲ
ン
キ
！
教
室

新
規
参
加
者
募
集（
初
年
度
無
料
）

　
一
緒
に
楽
し
く
運
動
し
て
、
健
康
に
な

る
た
め
の
教
室
で
す
。
体
を
動
か
し
、
筋

力
を
つ
け
る
こ
と
は
、
生
活
習
慣
病
予
防

に
加
え
、
認
知
症
予
防
や
不
眠
対
策
に
も

な
り
ま
す
。
気
持
ち
よ
く
体
を
動
か
し
、

メ
タ
ボ
を
解
消
し
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　

４
月
10
日
～
令
和
６
年
３
月

４
日
の
毎
週
月
曜
日
・
午
前
10
時
～

11
時
30
分
（
祝
日
を
除
く
全
40
回
）

▽�

と
こ
ろ　
町
民
会
館

▽�

内
容　
ス
ト
レ
ッ
チ
、
リ
ズ
ム
体
操
、

筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど

▽�

対
象　
芦
屋
町
国
民
健
康
保
険
加
入

者
で
、
令
和
５
年
度
に
特
定
健
診
ま

た
は
若
者
健
診
を
受
診
す
る
人

※�

医
療
機
関
通
院
中
の
人
は
、
医
師
の

許
可
（
意
見
書
）
が
必
要
で
す
。

▽�

定
員　
20
人
程
度

▽�

参
加
費　
無
料
（
２
年
目
か
ら
は
有
料
）

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
運
動
が
で
き
る

服
装
、室
内
運
動
シ
ュ
ー
ズ
、タ
オ
ル
、

水
分
補
給
の
飲
み
物

問い合わせ（市外局番０９３）

☎223-3677図 書 館
☎222-1681中央公民館

役場・教育委員会 ☎ 223-0881 ㈹

☎ 222-2931芦屋中央病院
☎223-0731町民会館 ☎222-1981芦屋東公民館

☎223-1892山鹿公民館

芦屋歴史の里 ☎222-2555
芦屋釜の里 ☎223-5881

☎ 222-0181総合体育館

　

掲
載
の
催
し
な
ど
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
の

状
況
に
よ
っ
て
、
変
更
・
中
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

健
康
・
子
育
て

みんな来てね、出前たんぽぽ広場

▽ �とき　３月 15日水・午前 10時～正午

▽ �ところ　山鹿公民館
※�たんぽぽスタッフが絵本やおも
ちゃを用意して待っています。

３月の日曜開館日　５日・19日

た ん ぽ ぽ コ ー ナ ーた ん ぽ ぽ コ ー ナ ー
対象は、就学前の子どもと保護者です。
●問い合わせ　芦屋町子育て支援センター

�「たんぽぽ」（☎２２１‐２５６７）

♥おもちゃ病院

　 �　壊れたおもちゃはありませんか。おもちゃドクター
が修理してくれます。事前に預かることもできます。

　 ▽ �とき　３月４日土・午前10時～午後３時
♥にこにこ絵本

　 ▽ �とき　３月６日月・午前11時～11時 30分
♥絵本タイム

　 ▽ �とき　３月17日金・午前11時～11時 30分
♥すくすく広場「楽しい歯の話」（５組限定）

　 ※３月 14日火から予約開始

　 ▽ �とき　３月28日火・午前10時～11時
　 ▽ �持ってくるもの　家で使っている歯ブラシ
　※�イベントのため、午前中の入館は予約者のみ

♥育児相談
　�【ほほえみ相談】�小児専門の臨床心理士による相談

　 ▽ �とき　３月１日水・午前10時～正午
　※�町内に住んでいる人のみ予約できます。
　 ▽ �予約　健康づくり係（☎２２３‐３５３３）
　�【たんぽぽ相談】保健師・栄養士による相談

　 ▽ �とき　３月 14日火・午前 10時～正午�
　▷�持ってくるもの　あしやすくすくファイル、母
子健康手帳

　※町外の人も相談できます（予約不要）。
　【離乳食の日】栄養士による栄養指導と進め方相談

　 � 　３月の相談日はありませんが、気になることが
あれば、気軽に電話してください。
　※次回は、４月 11日火です。
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▽�
申
し
込
み　

３
月
20
日
月
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
３
）
へ

私
も
で
き
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

▽�

と
き　
３
月
24
日
金
・

午
前
10
時
～
午
後
３

時
30
分
（
正
午
～
午

後
１
時
は
休
み
）

▽�

と
こ
ろ　
役
場
玄
関
前

▽�

内
容　
４
０
０
㎖
献
血

▽�

対
象　

男
性
17
～
69
歳
、
女
性
18
～

69
歳
で
、
体
重
が
50
㎏
以
上
の
人
。

た
だ
し
65
歳
以
上
の
場
合
、
60
～
64

歳
に
献
血
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
の
み

※�

献
血
可
能
日
を
献
血
カ
ー
ド
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

※�

血
液
の
安
全
性
向
上
の
た
め
、
受
け

付
け
時
に
、
本
人
確
認
が
で
き
る
証

明
書
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運

転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
健
康
づ
く
り
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
３
３
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

抗
原
検
査
キ
ッ
ト
を
配
付
し
ま
し
た

　

高
校
入
試
や
卒
業
式
を
控
え
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
学
校
、
保

育
所
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー
防
止
や
小
児
科

受
診
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
、
０

歳
～
15
歳
の
子
ど
も
を
対
象
に
、
２
月

中
旬
に
抗
原
検
査
キ
ッ
ト
を
1
人
に
2

個
ず
つ
配
付
し
ま
し
た
。
家
庭
で
の
感

染
拡
大
防
止
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
検
査
結
果
が
陰
性
で
あ
っ
て

も
、
症
状
が
続
く
場
合
は
、
医
療
機
関

を
受
診
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
健
康
づ
く
り
係
（
２

２
３
‐
３
５
３
３
）

福
岡
県
腎
臓
疾
患
患
者
福
祉

給
付
金
（
後
期
10
月
～
３
月
分
）

　

就
労
な
ど
の
理
由
で
、
午
後
５
時
以

降
に
、
月
に
５
回
以
上
人
工
透
析
を
受

け
て
い
る
人
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
人
を
対
象
に
交
通
費
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。
給
付
に
は
所
得
制

限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
給
付
額　
月
額
２
０
０
０
円

▽�

申
し
込
み　

３
月
24
日
金
ま
で
に
、

障
が
い
者
・
生
活
支
援
係
（
☎
２
２

３
‐
３
５
３
０
）
へ

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

健
康
診
査

　

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
を
対
象
に
、
生
活
習
慣
病
の
発

症
や
重
症
化
の
予
防
な
ど
を
目
的
と
し

た
健
康
診
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
人
は
、
実
施

医
療
機
関
に
予
約
の
う
え
、
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
受
診
票
は
令
和
４
年
４
月

下
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
令
和
４
年

５
月
以
降
に
75
歳
に
な
っ
た
人
は
誕
生

月
の
10
日
ご
ろ
に
送
付
し
て
い
ま
す
。
な

お
、
受
診
は
、
75
歳
の
誕
生
日
以
降
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

受
診
票
の
再
発
行
や
実
施
医
療
機
関

が
分
か
ら
な
い
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

▽
受
診
期
限　
３
月
31
日
金
ま
で

▽�

受
診
方
法　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
発
生
状
況
を
踏
ま
え
、
実
施

医
療
機
関
に
あ
ら
か
じ
め
電
話
で
相

談
後
、
受
診
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

受
診
に
必
要
な
も
の　
保
険
証
、
受

診
票
、
自
己
負
担
金
５
０
０
円

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
お
問
い
合
わ
せ
セ
ン

タ
ー
（
☎
〈
０
９
２
〉
６
５
１
‐
３

１
１
１
）

令
和
５
年
度
児
童
生
徒
就
学
援
助

　

経
済
的
な
理
由
で
小
中
学
校
へ
の
就

学
が
困
難
な
世
帯
に
、
学
用
品
費
や
給
食

費
、
修
学
旅
行
費
な
ど
を
助
成
し
ま
す
。

▽�
対
象　
世
帯
全
員
の
所
得
な
ど
が
一

定
の
基
準
以
下
の
世
帯（
生
活
保
護
世

帯
は
除
く
）

▽�

申
請
期
限　
3
月
31
日
金

※�

申
請
期
限
後
も
、
随
時
、
申
請
は
受
け

付
け
ま
す
が
、
支
給
は
申
請
の
翌
月
分

か
ら
に
な
り
ま
す
。

▽�

申
請
書
類　

申
請
書
と
手
引
き
は
、

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。
ま
た
、
学
校
教
育

課
窓
口
に
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

▽�

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
学
校
教
育
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
４
７
）

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
に

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か

　

認
知
症
の
人
や
介
護

を
し
て
い
る
人
、
地
域

の
人
や
専
門
職
の
人
が

気
軽
に
集
い
、
交
流
を

図
り
な
が
ら
く
つ
ろ
ぐ
場
で
す
。
専
門

職
の
人
か
ら
認
知
症
や
介
護
に
関
す
る

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
３
月
15
日
水
・
午
前
10
時
（
９

時
30
分
か
ら
受
け
付
け
）
～
11
時

▽
と
こ
ろ　
マ
リ
ン
テ
ラ
ス
あ
し
や
３
階

▽�

対
象　
認
知
症
の
人
や
介
護
を
し
て
い

る
人
な
ど
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

▽
内
容　
座
談
会

▽
参
加
費　
無
料

▽
定
員　
10
人

▽�

申
し
込
み　
３
月
10
日
金
ま
で
に
高
齢

者
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）
へ

福
祉
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相
談
・
募
集

特
設
人
権
相
談

　

人
権
や
法
律
の
問
題
で
困
っ
て
い
る

人
は
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　

３
月
16
日
木
・
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
山
鹿
公
民
館

▽�

相
談
内
容　

家
庭
、
相
続
、
登
記
、

戸
籍
、
金
銭
、
い
じ
め
・
不
登
校
の

人
権
問
題
な
ど

▽�

相
談
員　
人
権
擁
護
委
員

▽�

相
談
料　
無
料

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

※�

事
前
に
相
談
内
容
を
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

人
権
生
活
相
談

　

人
権
に
関
す
る
こ

と
や
生
活
、
就
職
、

進
学
な
ど
の
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。

【
定
例
相
談
】

◎�

３
月
９
日
木
＝
土
肥
孝
明
相
談
員

◎�

３
月
23
日
木
＝
橋
本
求
相
談
員

※�

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
４
時

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館

【
定
例
日
以
外
】
直
接
、
相
談
員
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

◎�

土
肥
相
談
員
（
浜
口
町
４
番
12
号
☎

２
２
２
‐
０
０
４
４
）

◎�

橋
本
相
談
員
（
幸
町
８
番
18
号
☎
２

２
３
‐
３
２
０
３
）

困
り
ご
と
相
談
室
・

子
ど
も
支
援
オ
フ
ィ
ス
巡
回
相
談
会

　

家
庭
の
困
り
ご
と
に
、
福
岡
県
自
立

相
談
支
援
事
業
所
の
相
談
員
が
応
じ
ま

す
。
一
人
で
が
ん
ば
り
す
ぎ
な
い
で
、

ど
ん
な
こ
と
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　

�

毎
月
第
１
火
・
午
前
10
時
30

分
～
午
後
４
時
30
分（
１
組
90
分
程
度
）

▽�
と
こ
ろ　
役
場
４
階

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
て
生
活
保

護
を
受
け
て
い
な
い
人

※�

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
は
ケ
ー

ス
ワ
ー
カ
ー
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

費
用　
無
料

▽�

申
し
込
み　
相
談
日
前
日
ま
で
に
障

が
い
者
・
生
活
支
援
係（
☎
２
２
３
‐

３
５
３
０
）
へ

司
法
書
士
に
よ
る
「
返
済
に
お
困

り
の
方
の
た
め
の
電
話
相
談
会
」

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り

日
々
深
刻
さ
を
増
す
昨

今
の
経
済
状
況
を
踏
ま

え
、多
重
債
務
（
借
金
）

に
関
す
る
相
談
に
応
じ

ま
す
。
相
談
会
当
日
以

降
も
平
日
午
後
６
時
～
８
時
は
相
談
可

能
で
す
。

▽�

と
き　

３
月
18
日
土
・
午
前
10
時
～

午
後
４
時

▽�

相
談
方
法　
電
話
相
談

▽�

相
談
電
話
番
号　
☎
〈
０
５
７
０
〉‐

７
８
３
‐
５
４
４

▽�

費
用　
無
料

▽�

主
催　
福
岡
県
司
法
書
士
会
、
福
岡

県
成
年
司
法
書
士
会
協
議
会

▽�

問
い
合
わ
せ　
平
日
午
前
10
時
～
午

後
４
時
・
福
岡
県
司
法
書
士
会
事
務

局
（
☎
〈
０
９
２
〉
７
２
２
‐
４
１

３
１
）

成
年
後
見
制
度
の
無
料
出
張
相
談

【
成
年
後
見
制
度
と
は
】

　

認
知
症
や
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が

い
な
ど
の
理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分

な
人
は
、
生
活
費
の
管
理
が
う
ま
く
で

き
な
く
な
っ
た
り
、
悪
質
な
訪
問
販
売

で
必
要
の
な
い
物
を
買
わ
さ
れ
た
り
す

る
な
ど
の
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
の
権
利
や
財

産
を
守
る
制
度
で
す
。

【
無
料
出
張
相
談
】

　

北
九
州
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー

の
職
員
（
社
会
福
祉
士
な
ど
）
が
相
談

に
応
じ
ま
す
。

▽�

と
き　

３
月
22
日
水
・
午
後
１
時
30

分
～
４
時
30
分

※�

１
人
１
時
間
以
内

▽�

と
こ
ろ　
お
か
が
き
総
合
福
祉
保
健

セ
ン
タ
ー
い
こ
い
の
里（
岡
垣
町
高
倉
）

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人
と
そ

の
家
族
や
関
係
者

▽�

定
員　
３
人
（
先
着
順
）

▽�

費
用　
無
料

▽�

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　
３
月
１

日
水
か
ら
岡
垣
町
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
（
☎
２
８
２
‐
１
２
１
１
）
へ

※�

２
カ
月
に
１
回
、
遠
賀
郡
３
町
で
出

張
相
談
が
行
わ
れ
ま
す
。
芦
屋
町
で

は
、
令
和
５
年
７
月
に
開
催
予
定
で

す
。
開
催
日
時
な
ど
は
広
報
あ
し
や

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

い
き
い
き
昼
食
会
（
講
話
）

参
加
団
体
募
集

　

介
護
予
防
の
ひ
と
つ
で
あ
る
口こ
う
く
う腔
ケ

ア
と
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
の

こ
と
を
学
ぶ
講
話
で
す
。ま
た
、当
日
は
、

試
食
品
の
提
供
が
あ
り
ま
す
。

　

自
治
区
公
民
館
な
ど
で
行
う
団
体
を

募
集
し
ま
す
。

※�

口
腔
ケ
ア
と
は
、
口
の
中
を
清
潔
に

し
て
、
全
身
の
健
康
を
保
つ
方
法
の

こ
と
で
す
。

※�

試
食
品
（
芦
屋
町
食
生
活
改
善
推
進

会
が
調
理
し
た
も
の
）
は
弁
当
と
し
て

提
供
し
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
持
ち

帰
っ
て
食
べ
て
く
だ
さ
い
。

広報あしや　2023.3 ⑫
掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。
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▽�
と
き　
７
月
～
９
月
以
外
の
平
日
で
、

団
体
が
希
望
す
る
日
の
午
前
10
時
（
９

時
30
分
か
ら
受
け
付
け
）
～
11
時

※�

詳
細
な
日
程
は
、
申
し
込
み
受
け
付
け

後
に
調
整
し
ま
す
。

▽�

と
こ
ろ　
自
治
区
公
民
館
な
ど

▽�

定
員　
４
団
体
（
地
域
交
流
サ
ロ
ン

や
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
、
10
人
以
上
の

団
体
）

※�

応
募
多
数
の
場
合
は
、
近
年
参
加
し

て
い
な
い
団
体
を
優
先
し
ま
す
。

▽�

参
加
費　
１
人
３
５
０
円（
当
日
持
参
）

▽�

申
し
込
み　
４
月
28
日
金
ま
で
に
高
齢

者
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）
へ

老
人
憩
の
家
管
理
人
募
集

　

町
が
設
置
し
、
芦

屋
町
社
会
福
祉
協
議

会
が
管
理
す
る
老
人

憩
の
家
の
管
理
人
を

募
集
し
ま
す
。

▽�

対
象　
町
内
に
住

ん
で
い
る
人

▽�

内
容　
①
ボ
イ
ラ
ー
や
防
火
設
備
の

操
作
と
管
理
、
浴
場
の
清
掃
・
点
検
、

憩
の
家
管
理
事
務
な
ど�

②
利
用
者
の

応
対
、
館
内
の
清
掃
・
点
検
な
ど

▽
募
集
人
数　
①
②
と
も
若
干
名

▽�

雇
用
期
間　
４
月
～
令
和
６
年
３
月

▽�

勤
務
時
間　
①
②
と
も
午
前
９
時
～

午
後
４
時
30
分
の
隔
週
勤
務

※�

日
曜
日
・
盆
・
年
末
年
始
は
休
館
日

▽�

賃
金　
芦
屋
町
社
会
福
祉
協
議
会
の

規
定
に
よ
る

▽�

申
し
込
み　
３
月
７
日
火
ま
で
に
芦

屋
町
社
会
福
祉
協
議
会
（
☎
２
２
２

‐
２
８
６
６
）
へ

※�

所
定
の
申
込
書
（
芦
屋
町
社
会
福
祉

協
議
会
に
あ
り
ま
す
）
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
採
用
に
際
し
て
面
接
を

行
い
ま
す
。
面
接
日
時
は
申
し
込
み

時
に
伝
え
ま
す
。

町
の
任
期
付
職
員
募
集

■
山
鹿
公
民
館
長

▽
募
集
人
数　
１
人

▽
勤
務
地　
山
鹿
公
民
館

▽�

業
務
内
容　
公
民
館
の
管
理
運
営
と

公
民
館
講
座
の
企
画
・
立
案
・
実
施
、

祖
父
母
学
級
、土
曜
学
び
合
い
ル
ー
ム
、

校
区
育
成
会
議
や
学
校
サ
ポ
ー
タ
ー

事
務
局
に
関
す
る
業
務
な
ど

▽�

勤
務
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
（
休
憩
１
時
間
）

▽�

勤
務
形
態　
週
４
日
勤
務
（
土
日
祝

日
勤
務
あ
り
）

▽
給
料　
月
額
17
万
５
２
０
０
円

▽�

募
集
要
件　
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に

当
て
は
ま
る
人
で
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ

た
事
務
処
理
が
で
き
る
人

①�

社
会
教
育
主
事
の
資
格
を
持
ち
、
実

務
経
験
が
あ
る
人

②�

社
会
教
育
関
係
団
体
・
事
業
で
指
導

者
と
し
て
の
地
域
活
動
経
験
が
あ
る
人

③�

教
員
免
許
を
取
得
し
、
実
務
経
験
が

あ
る
人

▽
勤
務
開
始　
４
月
１
日
土

▽�

申
し
込
み　

３
月
８
日
水
ま
で
に
、

人
事
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
７
４
）
へ

※�

申
込
書
は
、
総
務
課
窓
口
に
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

芦
屋
町
環
境
審
議
会
委
員
募
集

　

環
境
基
本
計
画
や
環
境
基
本
条
例
な

ど
、
環
境
の
保
全
に
関
す
る
基
本
的
事

項
の
調
査
審
議
を
行
う
芦
屋
町
環
境
審

議
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▽
募
集
人
数　
１
人

▽�

応
募
資
格　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
す
人

①�

町
内
に
住
ん
で
い
る
ま
た
は
勤
務
し

て
い
る
18
歳
以
上
の
人

②
町
議
会
議
員
、
町
職
員
で
な
い
人

③�

平
日
の
会
議
（
１
回
２
時
間
程
度
、

令
和
５
年
度
３
回
、
６
年
度
１
回
実

施
予
定
）
に
参
加
で
き
る
人

▽�
任
期　
５
月
22
日
～
令
和
７
年
５
月

21
日
（
２
年
間
）

▽�

応
募
方
法　

申
込
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
３
月
31
日
金
ま
で
に
、
直
接

持
参
、
郵
送
（
〒
８
０
７
‐
０
１
９
８

（
住
所
記
入
不
要
）
環
境
・
公
園
係
）、

フ
ァ
ク
ス
（
☎
２
２
３
‐
３
９
２
７
）

ま
た
は
メ
ー
ル
（kankyo@

tow
n.

ashiya.lg.jp

）
で
提
出

※�

提
出
さ
れ
た
申
込
書
に
よ
り
選
考
を

行
い
、
結
果
は
個
別
に
文
書
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

※�

申
込
書
は
、
環
境
住
宅
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
環
境
・
公
園
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
３
８
）

山
鹿
排
水
機
場
と
水
門
の

操
作
員
募
集

▽
募
集
人
員　
１
人

▽�

業
務
内
容　
山
鹿
排
水
機
場
と
唐
戸
・

汐
入
川
水
門
の
操
作
、
点
検
や
整
備
、

記
録
、
報
告
な
ど
（
２
人
体
制
）

▽
勤
務
時
間　
降
雨
時
（
一
時
的
な
大

雨
な
ど
）
年
60
日
程
度

※
深
夜
勤
務
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
委
託
期
間　
４
月
１
日
～
令
和
６
年

３
月
31
日

▽
委
託
料　
時
給
２
６
０
０
円
程
度

※
深
夜
＝
３
３
０
０
円
程
度

▽
面
接
日　
３
月
15
日
水

▽
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
３
月
10

日
金
ま
で
に
履
歴
書
を
農
林
水
産
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
４
４
）
へ
提
出

※
履
歴
書
は
産
業
観
光
課
窓
口
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

広報あしや　2023.3⑬



自
治
区
公
民
館
体
操
を

新
規
に
行
う
地
区
を
募
集

　
町
で
は
、
自
治
区
の
皆
さ
ん
が
集
ま
っ

て
体
操
を
す
る
「
自
治
区
公
民
館
体
操
」

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
令
和

５
年
度
か
ら
新
規
に
自
治
区
公
民
館
体

操
を
行
う
地
区
を
募
集
し
ま
す
。

　

い
つ
ま
で
も
家
庭
で
元
気
に
生
活
で

き
る
よ
う
に
、
自
宅
で
も
で
き
る
体
操

を
地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
学
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。

▽�

募
集　
３
地
区
（
先
着
順
）

▽�

対
象　
ま
だ
行
っ
た
こ
と
が
な
い
地
区

※�

複
数
の
地
区
の
合
同
で
も
可
能
で
す
。

▽�

費
用　
無
料

▽�

指
導
者　
健
康
運
動
実
践
指
導
者

▽�

申
し
込
み
条
件　
①
10
人
以
上
参
加

で
き
る
こ
と�

②
公
民
館
、
い
す
な
ど

の
会
場
や
備
品
が
確
保
で
き
る
こ
と

※�

自
治
区
長
に
相
談
の
う
え
、
４
月
14

日
金
ま
で
に
高
齢
者
支
援
係
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽�

申
し
込
み　
高
齢
者
支
援
係
（
☎
２

２
３
‐
３
５
３
６
）

令
和
５
年
度
国
税
専
門
官
採
用
試
験

▽�

受
験
資
格�　
1
平
成
５
年
４
月
２

日
～
14
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人�

募
集

避難行動要支援者名簿に登録しませんか
～新規登録対象者に申請書を送付します～

▽ �問い合わせ　高齢者支援係（☎２２３‐３５３６）

■�避難行動要支援者名簿とは
　災害時に支援を必要と
する高齢者や障がい者な
どのうち、名簿登録に同
意した人の名簿です。こ
の名簿は毎年更新して、
地域の自主防災組織また
は自治区、民生・児童委
員、遠賀郡消防署（避難
支援等関係者）へ提供しています。
　名簿は、平常時の地域での見守りや要支援
者の情報共有、災害時の避難支援計画の作成
資料や情報伝達、安否確認などに役立てられ
ます。

■�避難行動要支援者名簿に登録するには
　町では、名簿の年次更新を行うため、３月
初旬に新規対象者へ登録申請書を送付します。
【申請方法】
　避難支援等関係者への名簿の提供に「同意
します」または「同意しません」のどちらか
を選び、必要事項を記入して同封の返信用封
筒に入れて返送してください。名簿登録に同
意しない場合でも返送してください。
　また、現在登録中の人で、登録の内容を変
更したい場合は、役場まで連絡してください。

※�名簿登録は、強制ではありません。
※�名簿登録に同意する人は、登録申請書（裏面）
の緊急連絡先など、漏れがないように記入
してください。
※�対象者に該当しない場合で、名簿への登録
を希望する人は、区長に相談してください。

【申請期限】
　３月 24日金
【新規対象者】
　在宅で生活している人で、令和５年１月 31
日を基準日とし、次の要件を満たす人
① �75 歳になった人（昭和 22 年２月１日～
23年１月 31日生まれ）で一人暮らしの人、
または 75歳以上の高齢者のみの世帯

②介護保険で要介護１～５の認定を受けた人
③�身体障害者手帳所持者（ただし、内部障が
い者は１、２級所持者のみ）
④精神障害者保健福祉手帳１、２級所持者
⑤療育手帳Ａ判定所持者
※�②～⑤は、以前から芦屋町に居住し、令和
４年２月１日～５年１月 31 日に認定、手
帳を取得した人です。
⑥�４年２月１日～５年 1 月 31 日に転入し、
①～⑤に該当する人
※�①～⑥に該当する人で、申請書が届いてい
ない場合は役場に連絡してください。

広報あしや　2023.3 ⑭
掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。



2
14
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
で
、

次
の
ど
ち
ら
か
に
当
て
は
ま
る
人

　

�
①
大
学
卒
業
ま
た
は
令
和
６
年
３
月

ま
で
に
大
学
を
卒
業
す
る
見
込
み
の

人�

②
人
事
院
が
①
と
同
等
の
資
格

が
あ
る
と
認
め
る
人

▽
試
験
の
程
度　
大
学
卒
業
程
度

▽�

受
付
方
法
と
期
間　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
の
申
し
込
み
。
３
月
１
日
水
・

午
前
９
時
～
３
月
20
日
月
受
信
有
効

▽
第
１
次
試
験　
６
月
４
日
日

▽�

問
い
合
わ
せ　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

申
し
込
み
に
関
す
る
こ
と
＝
人
事
院

人
材
局
試
験
課
（
☎
〈
０
３
〉
３
５

８
１‐５
３
１
１（
内
線
２
３
３
２
））、

そ
の
ほ
か
試
験
に
関
す
る
こ
と
＝
福

岡
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
研
修
係

（
☎
〈
０
９
２
〉
４
１
１
‐
０
０
３
１

内
線
２
４
３
２
）

自
衛
官
採
用
試
験

▽�

受
付
期
間　
一
般
曹

候
補
生
＝
３
月
１
日

水
～
５
月
９
日
火

※�

自
衛
官
候
補
生
＝
年
間
を
通
じ
て
行

っ
て
い
ま
す
。

▽�

応
募
資
格　
採
用
予
定
月
の
１
日
現

在
、
18
歳
～
33
歳
未
満
の
人

▽�

そ
の
ほ
か　
試
験
日
、
試
験
会
場
は

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
自
衛
隊
福
岡
地
方
協

力
本
部
芦
屋
地
域
事
務
所
（
☎
２
２

３
‐
０
９
８
１�

内
線
３
４
８
）

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
、
重
度
障

が
い
者
医
療
証
の
切
り
替
え
と
発
送

【
切
り
替
え
】
４
月
か
ら
小
学
１
年
生
に

な
る
人
で
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
」

の
対
象
者
、
ま
た
は
、
中
学
１
年
生
に

な
る
人
の
う
ち
「
重
度
障
が
い
者
医
療
」

の
対
象
者
は
、
４
月
末
ま
で
に
医
療
証

の
切
り
替
え
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

手
紙
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
必
要
書
類

を
持
っ
て
住
民
課
窓
口
へ
申
請
に
来
て

く
だ
さ
い
。

【
発
送
】「
重
度
障
が
い
者
医
療
証
」
を

持
っ
て
い
る
高
校
３
年
生
は
、
４
月
か
ら

自
己
負
担
の
内
容
が
変
わ
り
ま
す
。
対

象
者
に
は
、
新
し
い
医
療
証
を
送
付
し

ま
す
。
現
在
持
っ
て
い
る
医
療
証
の
期
限

が
過
ぎ
た
ら
、
差
し
替
え
て
使
っ
て
く
だ

さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
保
険
年
金
係
（
☎
２

２
３
‐
３
５
３
２
）

住
居
表
示
番
号
が
重
複
し
て

困
っ
て
い
ま
せ
ん
か

　

住
居
表
示
番
号
と
は
、
訪
問
す
る
人

や
郵
便
物
の
配
達
人
が
わ
か
り
や
す
い

よ
う
、
建
物
に
付
け
ら
れ
る
番
号
の
こ

と
で
、
町
が
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

住
居
表
示
番
号
の
重

複
に
よ
る
誤
っ
た
訪
問
や

配
達
で
困
っ
て
い
る
場
合

は
、
役
場
に
申
し
出
る
こ

と
で
、
番
号
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※�

大
字
地
区
（
大
字
芦
屋
○
○
番
地
や
大

字
山
鹿
△
△
番
地
）は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

※�

２
階
建
て
以
下
の
集
合
住
宅
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

※�

住
居
表
示
番
号
の
変
更
に
伴
う
不
動

産
登
記
、
年
金
手
帳
、
免
許
証
な
ど

の
住
所
変
更
手
続
き
は
個
人
で
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
住
民
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
３
１
）

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

お
知
ら
せ

３月は自殺対策強化月間です
～身近な人の「こころのサイン」に注意を～

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、さまざまな悩みを抱
える人が増加しています。自殺は、「さまざまな悩みが原因で、心理
的に追い込まれた末の死」です。身近な人の「こころのサイン」に関
心を持ち、「こころの変調」や「自殺のきざし」に気付けるようにし
ましょう。早めに専門の相談窓口などにつなげることで、守られる命
があります。
●主な相談窓口
▶�ふくおか自殺予防ホットライン
　�☎０１２０‐０２０‐７６７（無料）　平日＝午後４時～翌日午前
９時　休日＝午前８時～翌日午前８時
▶ふくおか自殺予防ホットライン　☎０９２‐５９２‐０７８３
▶�福岡いのちの電話　☎０９２‐７４１‐４３４３
▶�北九州いのちの電話　☎６５３‐４３４３
▶いのちの電話インターネット相談
　http://www.inochinodenwa.org/soudan.php
▶�北九州自殺予防こころの相談電話　☎５２２‐０８７４
▶�福岡市自殺予防相談　☎０９２‐７３７‐１２７５
▶�自死問題支援者法律相談（福岡県弁護士会）　☎０９２‐７４１‐
３２１０

いのちの電話
インターネット相談

広報あしや　2023.3⑮



マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
・
夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　

平
日
役
場
開
庁
時

に
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
の
申
請
や
受
け
取

り
が
で
き
な
い
人
の
た

め
に
、
次
の
日
程
で
休

日
と
夜
間
窓
口
を
開
設

し
ま
す
。

　

最
大
２
万
円
分
の
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
が
も
ら

え
る
対
象
者
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
が
始
ま
っ
て
か
ら
令
和

５
年
２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
申
請
し
た
人
全
員
で
す
。

　

３
月
も
休
日
・
夜
間
窓
口
を
開
設
し

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
【
休
日
窓
口
】
３
月
４
日
土
、

19
日
日
・
午
前
８
時
30
分
～
正
午

　

�【
夜
間
窓
口
】
３
月
13
日
月
、
29
日
水
・

午
後
５
時
15
分
～
７
時
30
分

※�

急
き
ょ
中
止
に
な
る
場
合
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

▽�

と
こ
ろ　
住
民
課
窓
口

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　

　

�【
申
請
】　
申
請
書
（
な
い
場
合
は
役

場
で
交
付
）、
申
請
書
貼
付
写
真
（
な

い
場
合
は
、申
請
時
に
無
料
で
撮
影
）、

通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類
、
住

お
知
ら
せ

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
持
っ
て
い
る

人
の
み
）

　

�【
受
け
取
り
】　
交
付
通
知
書
、
通
知

カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類
、
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
（
持
っ
て
い
る
人
の
み
）

※�

本
人
確
認
書
類
は
、
公
的
機
関
が
発

行
し
た
免
許
証
な
ど
の
顔
写
真
付
き

は
１
点
、
健
康
保
険
証
な
ど
の
顔
写

真
が
な
い
も
の
は
２
点
必
要
で
す
。

※
手
続
き
は
本
人
の
み
で
き
ま
す
。

※�

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
支
援
や

証
明
書
の
発
行
、
転
入
・
転
出
の
異
動

の
受
け
付
け
な
ど
は
行
い
ま
せ
ん
。

▽�
問
い
合
わ
せ　
住
民
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
３
１
）

届け出による
産前産後の国民年金保険料免除
�　平成 31年４月から出産前後の期間の国民年
金保険料が免除される制度が始まりました。出
産予定日または出産日が属する月の前月から
４カ月間の国民年金保険料が免除になります。
届け出は、出産予定日の6カ月前からできます。
●手続きに必要なもの
　�【出産前に届け出をする場合】
　母子健康手帳など
　�【出産後に届け出をする場合】
　�出産日は役場で確認できるため原則として不
要です。ただし、被保険者と子が別世帯の
場合は、出生証明書など出産日と親子関係
を明らかにする書類が必要です。

▽届け出・問い合わせ　保険年金係
　（☎２２３‐３５３２）

みんなの ね・ん・き・ん除菌効果が期待できる
酸性電解水を無償配布中

　新型コロナウイルス感染症対策として除菌効
果が期待できる酸性電解水の無償配布を行って
います。

とき ところ
平日・午前８時 30分～午
後５時 15分 役場�総合案内横
�３月 19日日・
午前 10時～午後４時

芦屋東公民館、
山鹿公民館

▽ �配布量　１世帯あたり１リットル程度

▽ �持ってくるもの　ペットボトル容器など
※�紫外線で酸性電解水の効果が弱まるので、遮
光性の容器が適しています。

▽ ��保管方法など　容器に必ず日付と酸性電解水
と明記し、紫外線が当たらない涼しい場所で
保管する。

▽ �使用方法　除菌したい場所の汚れを落として
から使用する。酸性電解水を布巾などに十分
に含ませて拭くなど。
※�詳しくは、ホームページを確認し
てください。

▽ ��問い合わせ　庶務係（☎２２３‐３５７２）

夜間飛行訓練を行います
　平日昼間の訓練に加えて、次の日程で夜間飛
行訓練を行います。
【ジェット機】

▽ �とき　３月 13 日月・14 日火の日没～午後
９時ごろ（予備日＝ 15 日水・16 日木・17
日金）

【救難ヘリコプター・救難捜索機】

▽ �とき　毎週月・火の日没～午後９時ごろ
※�天候不良の場合水・木・金が予備日です。

▽ �問い合わせ　航空自衛隊芦屋基地渉外室（☎
２２３‐０９８１内線２５４）

マイナンバー休日・
夜間窓口ホームページ

広報あしや　2023.3 ⑯



▽問い合わせ　保険年金係　（☎２２３‐３５３２）

■�子ども医療制度
　防衛省からの特定防衛施設周辺整備調整交付金を
財源として、子ども医療費の助成を行っています。

▽ �対象　高校生世代までの子ども

▽ �助成内容
対象者 内　　　容

０歳～高校生世代 通院・入院ともに無料
※所得制限はありません。

■�重度障がい者医療制度

▽�対象　①身体障がい者＝身体障害者手帳１級ま
たは２級の人�②知的障がい者＝ＩＱ 35 以下の
人（療育手帳「Ａ」）③重複障がい者＝ＩＱ 36
～ 50で、身体障害者手帳３級の人�④精神障がい
者＝精神障害者保健福祉手帳１級の人
※ �65 歳以上の人は、後期高齢者医療保険に加入し
ていること

▽ �助成内容
対象者 内　　　容

３歳～高校生世代 　通院・入院ともに無料

18歳以上

通院 　５００円 /月（上限）

入院

【��一�����般��】
５００円 /日（月 20日限度）
【※住民税非課税世帯】
３００円 /日（月 20日限度）

※所得制限があります。
※�住民税非課税世帯の人は、加入している保険者が
発行する「限度額適用認定証」があれば、入院時
の自己負担が日額３００円に軽減されます。

※�精神障がい者は、精神病床への入院費用は助成対
象外です（中学１年生～高校生世代を除く）。
※�３歳～小学６年生は、子ども医療制度を選択する
こともできます。

■ひとり親家庭等医療制度

▽�対象　①母子家庭の母と児童�②父子家庭の父と
児童�③父母のいない児童
※�児童＝小学１年生～高校３年生

▽ �助成内容
対象者 内　　　容

小学１年生～
高校生世代 　通院・入院ともに無料

母子家庭の母
父子家庭の父

通院 �８００円 /月（上限）

入院 �５００円 /日（月７日限度）

※所得制限があります。

■共通事項
※�芦屋町に住んでいて、何らかの健康保険に加入し
ている人が対象です（生活保護受給者は除く）。
※�いずれも１医療機関ごとの自己負担額です（薬局
での自己負担はありません）。
※�入院時の食事代や差額室
料代などの保険適用外費
用は、助成対象外です。
※�県外で受診した場合は、
住民課窓口で申請手続き
が必要です。

芦屋町の公費医療制度
　芦屋町には、子ども医療、重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療の３
つの医療費助成制度があります。いずれも、対象者が医療機関で診療を受け
た場合、保険適用の診療に対する医療費の自己負担分を助成する制度です。

広
告広報あしやに、広告を掲載しませんか

　「広報あしや」では、事業所や会社、店舗などの広
告を有料で掲載しています（制限事項あり）。
▷規格　白黒で１枠 87× 50㎜（この記事の枠内）
▷掲載料金　１枠 1万円で、２月以上掲載が条件
▷�申し込み　掲載希望号の２カ月前の
１日までに広報情報係（☎２２３‐
３５６９）へ申込書を提出

広報あしや　2023.3⑰
掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。



⑱

遠
賀
中
間
地
域
生
活
支
援
拠
点
等

事
業
に
登
録
し
ま
せ
ん
か

　

遠
賀
中
間
地
域
生
活
支
援
拠
点
と
は
、

障
が
い
児
・
者
の
重
度
化
・
高
齢
化
や
親

亡
き
後
を
見
据
え
て
、
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
さ
ま

ざ
ま
な
機
関
が
協
力
し
合
い
、
障
が
い
児
・

者
を
地
域
で
支
え
あ
う
た
め
の
し
く
み
と

し
て
、
遠
賀
中
間
地
域
で
整
備
し
て
い
る

も
の
で
す
。

　

介
護
者
の
急
な
入
院
な
ど
の
緊
急
事
態

に
相
談
を
受
け
、
障
が
い
児
・
者
が
短
期

入
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
よ
う
な
支

援
や
、
親
元
か
ら
の
自
立
を
考
え
て
い
る

人
に
、
体
験
の
機
会
・
場
を
提
供
し
ま
す
。

　

緊
急
時
や
体
験
の
機
会
・
場
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
事
前
登
録
が

必
要
で
す
。

▽�

対
象　
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
障
が
い

の
あ
る
人
で
、
登
録
を
希
望
す
る
人

▽�

申
込
方
法　
登
録
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
載
し
て
、
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
へ
提
出

※�

申
し
込
み
は
、
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
障
害
者
手
帳
な

ど
障
が
い
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
も
の

▽�

そ
の
ほ
か　
申
し
込
み
の
際
、
窓
口

お
知
ら
せ

この墓に心あたりはありませんか
　次の墓の改

かいそう

葬（移転）を
行います。心あたりがある
人は、連絡してください。
詳しくは町ホームページを
見てください。
▶墳墓所在地
�　�福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿字
　御

ごびょうしょ

廟所１６７１番地
▶墳墓名称　
　御廟所墓地
▶死亡者の本籍や氏名など
本籍 氏名 墓碑名

不詳 吉永�武男 温良院永楽日武信士

不詳 吉永�徳十 吉永家累代之墓

町ホームページ

御廟所墓地

墓石所在地

山鹿小学校

御廟所
墓地入口山鹿公民館

墓の使用者登録も忘れずに

　町営墓地には使用者未登録の墓があり
ます。対象の墓地に墓を所有していて登
録しているか不明の人は問い合わせてく
ださい。

▶対象墓地
�　鶴松墓地（浜口町）、御廟所墓地（山鹿）、
　大久保墓地（山鹿）、田屋墓地（山鹿）、
　中ノ浜墓地（中ノ浜）

問い合わせ　環境・公園係（☎２２３‐３５３８）

広報あしや　2023.3
掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。



⑲ 芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

で
登
録
希
望
者
の
生
活
状
況
な
ど
の

聞
き
取
り
を
行
い
ま
す
。

▽�
問
い
合
わ
せ　

障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

芦
屋
町
若
年
者
専
修
学
校
等

技
能
習
得
資
金
貸
与
事
業

　

若
年
者
で
職
業
に
必
要
な
技
術
や
知

識
を
習
得
す
る
意
欲
が
あ
り
、
経
済
的

な
理
由
に
よ
り
専
修
学
校
な
ど
へ
の
就

学
が
困
難
な
人
に
対
し
、
技
能
習
得
資

金
の
貸
与（
無
利
子
）を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽�

対
象
者　
①
～
③
の
全
て
に
当
て
は
ま

る
人

①�

町
内
に
住
ん
で
い
る
人

②�

令
和
４
年
度
に
中
学
校
、
義
務
教
育

学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
し
た
人
（
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
を
修
了
し
た
人
を
含
む
）
ま

た
は
、
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校

の
後
期
課
程
を
含
む
）
を
退
学
し
た
人

③�

ほ
か
の
奨
学
金
を
受
け
て
い
な
い
人

▽�

貸
与
要
件　
①
～
④
の
い
ず
れ
か
に

当
て
は
ま
る
人

①�

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯

②�

市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

③�

市
町
村
民
税
が
減
免
さ
れ
て
い
る
世
帯

④�

世
帯
の
収
入
が
生
活
保
護
基
準
の
1.5

倍
以
下
の
世
帯

▽�

連
帯
保
証
人　
１
人

※�

芦
屋
町
に
居
住
し
、
独
立
生
計
し
て

い
る
成
年
者

※�

申
請
者
が
未
成
年
の
場
合
は
、
親
権

者
ま
た
は
後
見
人

▽�

貸
与
の
金
額

①�

修
学
資
金
（
月
額
）　
専
門
課
程
＝
5
万
３

０
０
０
円
、
そ
の
ほ
か
の
課
程
＝
３
万
円

②
入
学
支
度
金
＝
10
万
円

▽�

返
還　

貸
与
利
息
は
無
利
子
で
、
貸

付
期
間
は
在
学
期
間
、
卒
業
６
カ
月

後
か
ら
在
学
期
間
の
３
倍
の
期
間
内

に
月
賦
、
半
年
賦
、
年
賦
な
ど
に
よ
り

返
還

▽�

申
込
期
限　
４
月
21
日
金

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

※�
対
象
校
、
学
科
は
事
前
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
転
出
届
・
転
入

（
転
居
）
予
約
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

　
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
転
出
届・転
入（
転

居
）
予
約
と
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
し
、
転
出
の

届
け
出
や
転
入
・
転
居
の
予
約
を
す
る
こ

と
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
転
出
時
に
役
場

に
行
く
必
要
が
な
く
な
り
、
転
入
や
転
居

の
手
続
き
が
ス
ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持

っ
て
い
る
人
は
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
町
営
住
宅
の
入
退
居
や
芦
屋
町

の
小
中
学
校
に
引
き
続
き
通
学
を
希
望

す
る
場
合
な
ど
は
、
事
前
に
役
場
で
の
手

続
き
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
担
当
部
署
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
住
民
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
３
１
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
補
助
申
請

の
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す

　
３
月
７
日
火
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ

放
送
受
信
料
補
助
申
請
の

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す
。

　

申
し
込
み
期
限
は
３
月

31
日
金
ま
で
で
す
（
郵
送

の
場
合
は
３
月
31
日
金
消
印
有
効
）。

　

補
助
額
は
、
地
上
契
約
分
の
半
額
相

当
の
額
（
上
限
６
８
２
５
円
）
で
す
。

　
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
人
に
は
、

町
か
ら
３
月
上
旬
に
補
助
金
交
付
申
請

書
を
送
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、
補
助
対

象
者
で
も
申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
問

い
合
わ
せ
る
か
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見

て
く
だ
さ
い
。

▽�

補
助
金
申
請
の
受
け
付
け

①�

総
務
課
窓
口
（
役
場
２
階
）
＝
３
月

７
日
火
～
31
日
金
・
午
前
９
時
～
午

後
５
時

※
土
日
祝
日
を
除
く

②�

山
鹿
公
民
館
＝
３
月
19
日
日
・
午
前

９
時
～
正
午

▽�

問
い
合
わ
せ　
庶
務
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
７
２
）

　芦屋町では、皆さんの利便性向上と災害時の通信
手段の提供を目的に、Wi-Fi 環境を整備しています。
スマートフォンなどのWi-Fi 対応機器を利用して、
無料でインターネットに接続することができます。

▽ �利用できるところ　中央公民館、総合体育館、芦
屋町役場、町民会館

▽ �問い合わせ　広報情報係　（☎２２３‐３５７５）

町役場庁舎や町民会館でも
Wi-Fi（公衆無線 LAN）使えます

　子どもの誕生月の広報あしやに、子どもの写真と
誕生日のお祝いメッセージを掲載しませんか。

▽ �対象　町内に住む３歳までの子ども

▽ �応募方法　町のホームページを見てください。

▽ �応募期限　誕生月の前々月の15日

▽ �問い合わせ　広報情報係
　（☎２２３‐３５６９）

Happy Birthday
誕生日のお祝いメッセージを載せませんか

NHK放送受信料
町ホームページ

広報あしや　2023.3



⑳

パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
し
ま
せ
ん
か

～
障
が
い
者
レ
ク
ス
ポ
大
会
～

　

今
話
題
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
発
祥
の
ニ

ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
「
モ
ル
ッ
ク
」
と
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
「
ボ
ッ
チ
ャ
」
を
体

験
で
き
ま
す
。
障
が
い
の
あ
る
人
、
な

い
人
誰
で
も
簡
単
に
挑
戦
で
き
る
ス
ポ

ー
ツ
で
す
。
一
緒
に
体
験
し
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　
３
月
26
日
日
・
午
前
10
時
～
正
午

▽�

と
こ
ろ　
総
合
体
育
館

▽�

内
容　
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
体
験

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
か
勤
務

し
て
い
る
人

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
室
内
シ
ュ
ー
ズ

▽�

問
い
合
わ
せ　
社
会
教
育
係
（
☎
２

２
３
‐
３
５
４
６
）

歴
史
探
訪
バ
ス
ツ
ア
ー

「
肥
前
名
護
屋
城
と
秀
吉
の
夢
」

　

今
回
は
、
文ぶ
ん

禄ろ
く
・
慶け
い
ち
ょ
う長
の
役え
き

に
出
兵

地
点
と
し
て
築
か
れ
た
軍
事
都
市
遺
跡

を
探
訪
し
ま
す
。
壮
大
な
城
郭
や
港
湾

跡
、
名
護
屋
城
博
物
館
か
ら
戦
国
末
の

状
況
を
学
び
ま
す
。

▽�

と
き　
３
月
21
日
火
・
午
前
７
時
20

分
役
場
玄
関
前
集
合

▽�

見
学
先　
肥
前
名
護
屋
城
（
佐
賀
県

唐
津
市
鎮
西
町
）

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
か
勤
務

し
て
い
る
人

※
中
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

▽
定
員　
10
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

参
加
費　
２
２
５
円
（
資
料
代
、
保

険
料
）

※
別
途
昼
食
代
が
必
要
で
す
。

▽�

事
前
研
修
（
参
加
必
須
）　
３
月
18
日

土
・
午
前
10
時
～
11
時

▽�

申
し
込
み　
３
月
５
日
日
～
12
日
日
・

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
芦
屋
歴
史
の

里
（
☎
２
２
２
‐
２
５
５
５
）
へ

中
央
公
民
館
講
座  

日
本
に
関
係
す
る
国
際
法
の
話
Ⅳ

　

日
本
と
近
隣
諸
国
、
国
際
社
会
全
体

と
の
関
係
は
複
雑
化
す
る
ば
か
り
で
す
。

そ
の
中
で
国
際
法
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今

回
は
、
領
土
問
題
や
戦
後
補
償
の
問
題

な
ど
に
つ
い
て
、
最
近
の
事
例
を
含
め
、

専
門
家
が
詳
し
く
、
分
か
り
や
す
く
解

説
し
ま
す
。

▽�

と
き　
３
月
25
日
土
・
午
前
10
時
～
正
午

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
２
階

▽�

講
師　
深
町
公
信
さ
ん
（
熊
本
大
学

名
誉
教
授
）

▽�

定
員　
40
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽
参
加
費　
無
料

▽�

申
し
込
み　
３
月
１
日
水
か
ら
・
午

前
9
時
～
午
後
5
時
に
電
話
で
中
央

公
民
館
（
☎
２
２
２
‐
１
６
８
１
）
へ

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

お
知
ら
せ

テレビのｄｄボタン広報誌で

町の情報を確認できます！

　芦屋町では、地上デジタルテレビのデ
ータ放送を活用した広報を行っています。
　家庭のテレビのチャンネルをＫＢＣ
（１チャンネル）にあわせ、リモコンに
ある「ｄボタン」を押し、画面に表示さ
れる「ｄボタン広報誌」を選択してください。
　災害時の緊急のお知らせや、新型コロナウイルス感染症に関する情
報などを見ることができます。

▽ �問い合わせ　広報情報係　（☎２２３‐３５６９）

地域の行政情報や

身近な話題を

声声でお届け！

　芦屋町では、視覚に障がいの
ある人や文字を読むのが困難な
高齢者などのために、「広報あ
しや」と「芦屋町議会だより」
を音声にして提供しています。
　音声データはデイジー図書
（プレクストーク対応拡張子）
とＭＰ３です。利用を希望する
人は問い合わせてください。

▽ �問い合わせ　広報情報係
（☎２２３‐３５６９）

広報あしや　2023.3
掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。



㉑ 芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

芦屋町職員芦屋町職員のの
給与・定員管理給与・定員管理のの状況状況をを

公表します公表します

  ３．３．初任給の状況初任給の状況（令和４年４月１日現在）（令和４年４月１日現在）

区分
一般行政職 技能労務職

大学卒 高校卒 高校卒
芦屋町 182,200 円 154,900 円 147,900 円
国 182,200 円 150,600 円 －

　令和３年度決算統計調査と令和４年給与実態調査・
定員管理調査（4月 1日）の資料に基づき、芦屋町職
員の給与と定員管理などの状況を公表します。詳しく
は町のホームページで 4月末までに公開する予定です。

▽問い合わせ　人事係（☎２２３-３５７４）

職員数
（Ａ）

給与費 １人当たり
給与費
（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末勤勉手当 計（Ｂ）

139人 5億1245万円 1億 781万円 1億8489万円 8億 516万円 579万円

②職員給与費の状況（令和３年度普通会計決算）

  １．１．総括総括（普通会計決算）（普通会計決算）

住民基本
台帳人口

（令和４年１月１日）

歳出額
（Ａ）

人件費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

前年度の
人件費率

1万3303人 94億4808万円 12億9320万円 13.7％ 12％

①人件費の状況（令和３年度普通会計決算）

※普通会計とは、一般会計と給食センター特別会計のことです。
※�人件費には、特別職の給与や報酬、一般職の給料や諸手当のほか
に共済組合負担金などが含まれます。

  ２．２．平均給与月額の状況平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）（令和４年４月１日現在）

区分
一般行政職

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国ベース）

芦屋町 41.0 歳 299,500 円 360,219 円 324,163 円
国 42.7 歳 323,711 円 － 405,049 円

※�平均給与月額とは、給料月額（基本給）と扶養手当、地域手当、
住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を平均した
もので、平均給与月額（国ベース）とは、国家公務員と同基準（時
間外勤務手当などは含まない）で額を平均したものです。

  ４．手当の状況４．手当の状況

支給割合
役職加算

期末手当 勤勉手当
2.55 月 1.90 月 5～ 15％

①期末手当・勤勉手当（令和３年度支給割合）

区分 勤続 20年 勤続 25年 勤続 35年 最高
限度額

１人当たりの
平均支給額

自己都合 19.67月分 28.04月分 39.76月分 47.71月分
823万円

勧奨・定年 24.59月分 33.27月分 47.71月分 47.71月分

②退職手当（令和４年４月１日現在）

※�１人当たりの平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給さ
れた平均額です。

③その他の手当（令和４年４月１日現在）�

手当名 内容と支給単価
１人当たりの
平均支給年額

（令和３年度決算）

地域手当
（給料+扶養手当+管理職手当）
×支給割合（芦屋町：0％、福岡
市：10％、大野城市：6％）

� 257,325 円

特殊勤務手当 徴税特殊勤務手当、競艇場特殊勤務手当など � 220,887 円

扶養手当 子� 10,000 円
子以外� 6,500 円 243,872 円

住居手当 借家� 上限 28,000 円 249,151 円

通勤手当
公共交通機関�� 上限 55,000 円
自家用車など（2km以上）�
� 2,000 円～ 24,400 円

64,454 円

管理職手当 � 49,600 円～ 72,700 円 783,789 円
時間外手当 正規の勤務時間外の勤務 376,172 円

※�職員数は一般職に属する職員数で、休職者、育児休業者、派遣職
員を含みます。

  ６．職員数の状況６．職員数の状況（各年４月１日現在）（各年４月１日現在）

職員数（人） 対前年
増減数
（人）令和３年 令和４年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 3 3 －
総務・企画 44 51 ７
税務 11 11 －
民生 22 25 ３
衛生 12 12 －
農林水産 5 5 －
商工 5 5 －
土木 14 14 －

計 116 126 10
教育部門 23 17 △ 6
　小計 139 143 4

会
計
部
門

公
営
企
業
等

下水道 4 4 －
ボートレース 22 22 －
その他 4 5 1

小計 30 31 1
合　計 169 174 5

区分
部門

  ５．特別職の報酬などの状況５．特別職の報酬などの状況（令和４年４月１日現在）（令和４年４月１日現在）

区分 報酬 退職手当 期末手当
議　長 345,000円

該当なし
� 6 月期 1.45 月
� 12 月期 1.45 月
（特別職加算 20％）

副議長 318,000円
議　員 298,000円

区分 給料 退職手当 期末手当

町　長 744,000円 給料月額×在職年数×450/100

� 6月期1.525月
� 12月期1.525月
（特別職加算20％）

副町長 621,000円 給料月額×
在職年数×300/100

教育長 581,000円 給料月額×
在職年数×240/100

事業管理者 562,000円 給料月額×在職年数×240/100

広報あしや　2023.3


